
◎武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民

の安全の確保に関する法律 
（平成一五年六月一三日法律第七九号）   

一、提案理由（平成一四年四月二六日・衆議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員

会） 

○福田国務大臣 ただいま議題となりました安全保障会議設置法の一部を改正する法律

案及び武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関す

る法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 

……………（略）…………… 

 引き続きまして、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全

の確保に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 

 我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つため、我が国に対する外部から

の武力攻撃に際して、我が国を防衛し、国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護す

るために必要な法制を整えておくことは、国としての責務であります。 

 この法律案は、こうした観点から、武力攻撃事態への対処について、基本理念、国、

地方公共団体等の責務、国民の協力その他の基本となる事項を定めることにより、対処

のための態勢を整備し、あわせて武力攻撃事態への対処に関して必要となる法制の整備

に関する事項を定め、もって我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資す

ることを目的とするものであります。 

 以上が、この法律案の提案理由であります。 

 次に、この法律案の内容についての概要を説明いたします。 

 第一に、武力攻撃事態への対処に関する基本理念として、国、地方公共団体及び指定

公共機関が、国民の協力を得つつ、相互に連携協力し、万全の措置が講じられなければ

ならないこと、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならず、こ

れに制限が加えられる場合、その制限は武力攻撃事態に対処するため必要最小限のもの

であり、かつ、公正かつ適正な手続のもとに行われなければならないこと、日米安保条

約に基づいてアメリカ合衆国と緊密に協力しつつ、国際連合を初めとする国際社会の理

解及び協調的行動が得られるようにしなければならないこと等を定めた上で、この基本

理念にのっとり、国の責務等について所要の規定を置いております。 

 第二に、武力攻撃事態への対処に関する基本的な方針、武力攻撃事態対策本部の設置、

組織、所掌事務及び同対策本部長の権限、内閣総理大臣の権限等について所要の規定を

置いております。 

 第三に、政府は、武力攻撃事態への対処に関して必要となる法制の整備について、武

力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため等の措置、武力攻撃事態を終結さ

せるための措置等が適切かつ効果的に実施されるようにするものとすること、その緊要

性にかんがみ、この法律の施行日から二年以内を目標として総合的かつ計画的に実施す



るものとすること等を定めております。 

 第四に、政府は、武力攻撃事態以外の国及び国民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事

態への対処を迅速かつ的確に実施するために必要な施策を講ずるものとしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 

二、衆議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員長報告（平成一五年五月一五日） 

○鳩山邦夫君 ただいま議題となりました各法律案につきまして、武力攻撃事態への対

処に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、各法律案の主な内容について申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関

する法律案は、武力攻撃事態への対処について、基本理念、国、地方公共団体等の責務、

国民の協力その他の基本となる事項を定めることにより、対処のための態勢を整備し、

必要となる法制の整備に関する事項を定めようとするものであります。 

……………（略）…………… 

 これら三法律案は、第百五十四回国会に内閣から提出され、今国会まで継続審査とな

っていたものであります。 

 今国会におきましては、去る四月九日、提案理由の説明の聴取を省略した後、与党提

出による各法律案に対する修正案の趣旨説明をそれぞれ聴取し、十八日から各法律案及

び各修正案を一括して議題とし、質疑に入りました。 

 五月六日には、民主党・無所属クラブ提出による武力攻撃事態における我が国の平和

と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案に対する修正案の趣旨の説明を聴

取し、その後、各法律案及び各修正案は、一川保夫君外一名提出の安全保障基本法案及

び非常事態対処基本法案並びに前原誠司君外三名提出の緊急事態への対処及びその未然

の防止に関する基本法案と一括して議題とし、審査を進め、八日には、参考人から意見

を聴取いたしました。 

 昨十四日、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保

に関する法律案に対する与党提出及び民主党・無所属クラブ提出による修正案について

撤回を許可した後、新たに自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党及び保守新党の

四派共同提出による修正案が提出され、趣旨の説明を聴取し、各法律案及び各修正案を

一括して議題として、小泉内閣総理大臣に出席を求めて質疑を行いました。 

 同日、内閣提出の三法律案について質疑を終了し、討論を行い、順次各法律案につい

て採決を行いました。安全保障会議設置法の一部を改正する法律案は与党提出による修

正案のとおり、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確

保に関する法律案は自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党及び保守新党の四派共

同提出による修正案のとおり、自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部



を改正する法律案は与党提出による修正案のとおり、いずれも賛成多数をもって修正議

決すべきものと決しました。 

 なお、三法律案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○委員会修正の提案理由（平成一五年四月九日） 

○久間委員 ただいま議題となりました武力攻撃事態における我が国の平和と独立並び

に国及び国民の安全の確保に関する法律案に対する修正案、安全保障会議設置法の一部

を改正する法律案に対する修正案及び自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律

の一部を改正する法律案に対する修正案について、その提案理由及び内容の概要を御説

明いたします。 

 まず、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関

する法律案に対する修正案について御説明いたします。 

 修正の第一点は、「武力攻撃事態」の定義に関するものであります。 

 現在の法律案では、「武力攻撃事態」については、武力攻撃が予測されるに至った事

態を含めて包括的に定義していることから、事態の緊迫度に応じた対処措置の違いが法

律案上わかりにくいという指摘や、武力攻撃の「おそれ」と「予測」の違いがわかりに

くいという指摘がなされたところであります。 

 このような指摘を踏まえ、修正案では、現在の「武力攻撃事態」から、いわゆる「予

測」を切り離して事態を二分し、それぞれの事態について、対処の基本理念を明らかに

するとともに、対処基本方針に記載すべき重要事項を列記することとし、また、武力攻

撃の「おそれ」と「予測」の定義をそれぞれわかりやすいものにすることとしたところ

です。 

 修正の第二点は、武力攻撃事態以外の緊急事態対処のための措置に関連するものであ

ります。 

 政府は、武力攻撃事態のみならず、武装不審船事案、テロ・ゲリラ攻撃などの事案を

含めて、国家の緊急事態にすき間なく対処することとしていますが、現在の法律案では、

武装不審船事案やテロ・ゲリラなどの新たな脅威に対する政府の対応が具体的に明確で

ないという指摘がなされたところであります。 

 このような指摘を踏まえ、法律案第二十四条を次のように修正することとしました。 

 すなわち、第一に、武装不審船事案や大規模テロなどの新たな脅威への対処に取り組

む旨を明示しています。第二に、これらの事態に対処するために必要な施策の内容とし

て、情報の集約、分析、評価のための態勢の充実等を明示しています。第三に、これら

の事態への対処という課題の緊要性にかんがみ、速やかに必要な施策を講ずべき旨を明

示しています。 

 修正の第三点は、国民の保護のための法制の整備に関連するものであります。 

 修正案では、国民の保護のための法制に関し、広く国民の意見を求め、その整備を迅



速かつ集中的に推進するため、内閣に、国民保護法制整備本部を設置する等の規定を盛

り込んでおります。 

……………（略）…………… 

 以上が、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に

関する法律案に対する修正案、安全保障会議設置法の一部を改正する法律案に対する修

正案及び自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案に対

する修正案の提案理由及びその内容の概要でございます。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 

○附帯決議（平成一五年五月一四日） 

 （安全保障会議設置法の一部を改正する法律（平一五法七八）の附帯決議と一括して

掲載） 

三、参議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員長報告（平成一五年六月六日） 

○山崎正昭君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、武力攻撃事態への対

処に関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、武力攻撃事態対処法案は、武力攻撃事態等への対処について、基本理念、国、

地方公共団体等の責務、国民の協力、その他の基本となる事項を定めることにより、対

処のための態勢を整備し、併せて武力攻撃事態等への対処に関して必要となる法制の整

備に関する事項を定め、もって我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資

することを目的とするものであります。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、三法律案を一括して議題とし、政府から趣旨説明を聴取する

とともに、衆議院修正部分について修正案提出者から説明を聴取した後、小泉内閣総理

大臣、福田内閣官房長官、石破防衛庁長官、関係大臣等に対し質疑を行い、委員を派遣

して福井市及び横須賀市において地方公聴会を開催したほか、参考人からの意見聴取を

行うなど、慎重かつ熱心な審議を行いました。 

 委員会における質疑の主な内容を申し上げますと、有事法制の整備と憲法との関係、

緊急事態における基本法制と危機管理組織の在り方、不審船・テロ対策等新たな脅威へ

の対処、有事法制整備の防衛政策への影響、自衛隊の在り方、国民保護法制における基

本的人権の尊重、国民保護法制の整備における地方公共団体の意見聴取と、警察、消防

の役割、武力攻撃事態等における国民の協力、武力攻撃事態等における対米支援と米軍

の行動の円滑化に関する法制の内容、武力攻撃予測事態と周辺事態との関係、米国の戦

略との関係、指定公共機関の指定に当たっての日本赤十字社及び民間放送事業者の取扱

い、国民、国会への情報提供、武力行使の判断権者、防衛出動時における物資の収用等

に伴う補償と物資保管命令及び業務従事命令、事態対処専門委員会の体制と事務局の設

置などでありますが、その詳細は会議録によって御承知願います。 



 質疑終局の後、討論に入りましたところ、日本共産党の小泉理事より三法律案に反対、

民主党・新緑風会の池口委員より三法律案に賛成、社会民主党・護憲連合の田委員より

三法律案に反対、国会改革連絡会（自由党・無所属の会）の平野理事より三法律案に賛

成する旨の意見がそれぞれ述べられました。 

 次いで、順次採決の結果、三法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきも

のと決定いたしました。 

 なお、三法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一五年六月五日） 

 （安全保障会議設置法の一部を改正する法律（平一五法七八）の附帯決議と一括して

掲載） 


